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(57)【要約】
【課題】取付脚の強度を上げる際の作業時間を短くする
ことができる巻胴式エレベータの制御盤支持装置等を提
供する。
【解決手段】巻胴式エレベータの制御盤支持装置等は、
巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で既
設制御盤を支持した既設取付脚が切断された際に前記既
設取付脚において固定された状態で残された部分と新設
制御盤を支持する新設取付脚とを連結し得るように形成
されたアダプタ装置、を備えた。当該構成によれば、既
設取付脚において固定された状態で残された部分と新設
制御盤を支持した新設取付脚とはアダプタ装置により連
結される。このため、取付脚の強度を上げる際の作業時
間を短くすることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で既設制御盤を支持した既設取付脚
が切断された際に前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と新設制御盤を
支持する新設取付脚とを連結し得るように形成されたアダプタ装置、
を備えた巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項２】
　前記アダプタ装置は、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚が水平方向に
重ねられた際に前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚
とに対して水平方向の一側に設けられた本体と、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚との重なり部
分を水平方向の他側から前記本体に向けて押し付ける押付体と、
を備えた請求項１に記載の巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項３】
　前記アダプタ装置は、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分を前記新設取付脚とともに挟み
込む挟み込み部と前記挟み込み部に連結された状態で前記新設取付脚に対して前記既設取
付脚において固定された状態で残された部分とは反対側に配置される支持部とを備えた本
体と、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分の外側で前記挟み込み部と前記
新設取付脚との間に配置された際に前記新設取付脚を前記支持部に押し付ける押付体と、
を備えた請求項１に記載の巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項４】
　前記押付体は、ゴムで形成された請求項２または請求項３に記載の巻胴式エレベータの
制御盤支持装置。
【請求項５】
　前記押付体は、前記本体の上方から挿入される楔で形成された請求項２または請求項３
に記載の巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項６】
　新設制御盤を支持した新設取付脚と、
　前記新設取付脚に連結され、巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で既設
制御盤を支持した既設取付脚が切断された際に前記既設取付脚において固定された状態で
残された部分と連結し得るように形成されたアダプタ装置と、
を備えた巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項７】
　巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で切断された既設取付脚と、
　新設制御盤を支持した新設取付脚と、
　前記既設取付脚と前記新設取付脚とを連結したアダプタ装置と、
を備えた巻胴式エレベータの制御盤支持装置。
【請求項８】
　巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で既設制御盤を支持した既設取付脚
を切断する切断工程と、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と新設制御盤を支持した新設取
付脚とをアダプタ装置により連結する連結工程と、
を備えた巻胴式エレベータの制御盤支持方法。
【請求項９】
　前記連結工程は、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚とを水平方向
に重ねる第１工程と、
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　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚とに対して水
平方向の一側に本体を設ける第２工程と、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分と前記新設取付脚とを水平方向
の他側から前記本体に向けて押付体により押し付ける第３工程と、
を備えた請求項８に記載の巻胴式エレベータの制御盤支持方法。
【請求項１０】
　前記連結工程は、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分を前記新設取付脚と本体の挟み
込み部とで挟み込んで前記挟み込み部に連結された支持部を前記新設取付脚に対して前記
既設取付脚において固定された状態で残された部分とは反対側に配置させる第１工程と、
　前記既設取付脚において固定された状態で残された部分の外側で前記挟み込み部と前記
支持部との間に押付体を上方から挿入して前記新設取付脚を前記支持部に押し付ける第２
工程と、
を備えた請求項８に記載の巻胴式エレベータの制御盤支持方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、巻胴式エレベータの制御盤支持装置および制御盤支持方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、巻胴式エレベータが記載されている。巻胴式エレベータにおいて、制
御盤は、取付脚に支持される。取付脚は、ボルトにより巻上機台に固定される。ボルトは
、シンダーコンクリートに埋没する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１７３６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　制御盤は、適宜交換される。交換後の制御盤が重い場合、取付脚を補強する必要がある
。この際、既設の取付脚を強度のある取付脚に交換することが考えられる。この場合、シ
ンダーコンクリートにハツリ作業を行う必要がある。この際、作業時間が長くなる。
【０００５】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、取付脚の強度
を上げる際の作業時間を短くすることができる巻胴式エレベータの制御盤支持装置及び制
御盤支持方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る巻胴式エレベータの制御盤支持装置は、巻胴式エレベータの機械室にお
いて固定された状態で既設制御盤を支持した既設取付脚が切断された際に前記既設取付脚
において固定された状態で残された部分と新設制御盤を支持する新設取付脚とを連結し得
るように形成されたアダプタ装置、を備えた。
【０００７】
　この発明に係る巻胴式エレベータの制御盤支持装置は、新設制御盤を支持した新設取付
脚と、前記新設取付脚に連結され、巻胴式エレベータの機械室において固定された状態で
既設制御盤を支持した既設取付脚が切断された際に前記既設取付脚において固定された状
態で残された部分と連結し得るように形成されたアダプタ装置と、
を備えた。
【０００８】
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　この発明に係る巻胴式エレベータの制御盤支持装置は、巻胴式エレベータの機械室にお
いて固定された状態で切断された既設取付脚と、新設制御盤を支持した新設取付脚と、前
記既設取付脚と前記新設取付脚とを連結したアダプタ装置と、を備えた。
【０００９】
　この発明に係る巻胴式エレベータの制御盤支持方法は、巻胴式エレベータの機械室にお
いて固定された状態で既設制御盤を支持した既設取付脚を切断する切断工程と、前記既設
取付脚において固定された状態で残された部分と新設制御盤を支持した新設取付脚とをア
ダプタ装置により連結する連結工程と、を備えた。
【発明の効果】
【００１０】
　これらの発明によれば、既設取付脚において固定された状態で残された部分と新設制御
盤を支持した新設取付脚とはアダプタ装置により連結される。このため、取付脚の強度を
上げる際の作業時間を短くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置が利用され
た巻胴式エレベータの斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置を制御盤の
正面から見た際の図である。
【図３】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部正面
図である。
【図４】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部側面
図である。
【図５】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【図６】この発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【図７】この発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部正面
図である。
【図８】この発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部側面
図である。
【図９】この発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【図１０】この発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、
同一又は相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化な
いし省略される。
【００１３】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置が利用され
た巻胴式エレベータの斜視図である。
【００１４】
　図１の巻胴式エレベータにおいて、昇降路１は、建築物の各階を貫く。機械室２は、建
築物の内部に設けられる。機械室２は、昇降路１の下部に隣接する。巻上機台３は、機械
室２の床面にアンカーボルトで固定される。かご４は、昇降路１の内部に配置される。
【００１５】
　プーリ５は、昇降路１の上部に設けられる。巻胴６は、巻上機台３に固定される。主索
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７は、プーリ５に巻き掛けられる。主索７の一端は、かご４を吊るす。主索７の他端は、
巻胴６に巻き付けられる。
【００１６】
　電動機８は、巻上機台３に設けられる。電動機８は、巻胴６に隣接する。既設制御盤９
は、電動機８の上方に設けられる。例えば、一対の既設取付脚１０は、１２０ｍｍ程度の
幅のチャンネル鋼材で形成される。一対の既設取付脚１０の一方は、電動機８の一側に設
けられる。一対の既設取付脚１０の他方は、電動機８の他側に設けられる。一対の既設取
付脚１０は、既設制御盤９を支持する。一対の既設取付脚１０の下部は、ボルトで巻上機
台３に固定される。ボルトは、シンダーコンクリートに埋没する。
【００１７】
　既設制御盤９は、電動機８に対して回転指令を出力する。電動機８は、当該回転指令に
基づいて回転する。巻胴６は、電動機８の回転に追従して回転する。主索７は、巻胴６の
回転に追従して移動する。かご４は、主索７の移動に追従して昇降する。
【００１８】
　次に、図２を用いて、制御盤支持装置を説明する。
　図２はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置を制御盤の
正面から見た際の図である。
【００１９】
　図２において、新設制御盤１１は、電動機８の上方に設けられる。一対の新設取付脚１
２の一方は、既設取付脚１０の一方において固定された状態で残された部分の外側に設け
られる。一対の新設取付脚１２の他方は、既設取付脚１０の他方において固定された状態
で残された部分の外側に設けられる。一対の新設取付脚１２は、新設制御盤１１を支持す
る。一対の新設取付脚１２は、一対の既設取付脚１０において固定された状態で残された
部分とアダプタ装置１３を介して連結される。
【００２０】
　アダプタ装置１３は、第１連結部１４と第２連結部１５と第３連結部１６とを備える。
【００２１】
　第１連結部１４は、既設取付脚１０の一方において固定された状態で残された部分と新
設取付脚１２の一方の下部とを連結する。第２連結部１５は、既設取付脚１０の他方にお
いて固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の他方の下部とを連結する。第３連
結部１６は、既設取付脚１０の他方において固定された状態で残された部分と新設取付脚
１２の他方の中央部とを連結する。
【００２２】
　次に、図３を用いて、第１連結部１４と第２連結部１５と第３連結部１６との概要を説
明する。
　図３はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部正面
図である。
【００２３】
　図３に示すように、新設取付脚１２の一方は、既設取付脚１０の一方において固定され
た状態で残された部分と水平方向に重ねられる。図示しないが、新設取付脚１２の他方は
、既設取付脚１０の他方において固定された状態で残された部分と水平方向に重ねられる
。
【００２４】
　第１連結部１４は、本体１７と第１固定ボルト１８と第２固定ボルト１９と第３固定ボ
ルト２０と第４固定ボルト２１と第１押付体２２と第２押付体２３と第３押付体２４と第
４押付体２５とを備える。
【００２５】
　本体１７は、既設取付脚１０の一方において固定された状態で残された部分と新設取付
脚１２の一方との重なり部分を覆う。第１固定ボルト１８は、本体１７の上部の一側の固
定に用いられる。第２固定ボルト１９は、本体１７の上部の他側の固定に用いられる。第
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３固定ボルト２０は、本体１７の下部の一側の固定に用いられる。第４固定ボルト２１は
、本体１７の下部の他側の固定に用いられる。
【００２６】
　第１押付体２２は、既設取付脚１０の一方において固定された状態で残された部分と新
設取付脚１２の一方との重なり部分の一側の上部を本体１７の手前側から本体１７の奥側
に向けて押し付ける。第２押付体２３は、既設取付脚１０の一方において固定された状態
で残された部分と新設取付脚１２の一方との重なり部分の他側の上部を本体１７の手前側
から本体１７の奥側に向けて押し付ける。第３押付体２４は、既設取付脚１０の一方にお
いて固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の一方との重なり部分の一側の下部
を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。第４押付体２５は、既設取
付脚１０の一方において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の一方との重な
り部分の他側の下部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。
【００２７】
　図示しないが、第２連結部１５も、本体１７と第１固定ボルト１８と第２固定ボルト１
９と第３固定ボルト２０と第４固定ボルト２１と第１押付体２２と第２押付体２３と第３
押付体２４と第４押付体２５とを備える。
【００２８】
　第２連結部１５において、本体１７は、既設取付脚１０の他方において固定された状態
で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の下部を覆う。第１固定ボルト１
８は、本体１７の上部の一側の固定に用いられる。第２固定ボルト１９は、本体１７の上
部の他側の固定に用いられる。第３固定ボルト２０は、本体１７の下部の一側の固定に用
いられる。第４固定ボルト２１は、本体１７の下部の他側の固定に用いられる。
【００２９】
　第２連結部１５において、第１押付体２２は、既設取付脚１０の他方において固定され
た状態で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の一側の上部を本体１７の
手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。第２押付体２３は、既設取付脚１０の他
方において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の他側
の上部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。第３押付体２４は、
既設取付脚１０の他方において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の他方と
の重なり部分の一側の下部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。
第４押付体２５は、既設取付脚１０の他方において固定された状態で残された部分と新設
取付脚１２の他方との重なり部分の他側の下部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に
向けて押し付ける。
【００３０】
　図示しないが、第３連結部１６も、本体１７と第１固定ボルト１８と第２固定ボルト１
９と第３固定ボルト２０と第４固定ボルト２１と第１押付体２２と第２押付体２３と第３
押付体２４と第４押付体２５とを備える。
【００３１】
　第３連結部１６において、本体１７は、既設取付脚１０の他方において固定された状態
で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の上部を覆う。第１固定ボルト１
８は、本体１７の上部の一側の固定に用いられる。第２固定ボルト１９は、本体１７の上
部の他側の固定に用いられる。第３固定ボルト２０は、本体１７の下部の一側の固定に用
いられる。第４固定ボルト２１は、本体１７の下部の他側の固定に用いられる。
【００３２】
　第３連結部１６において、第１押付体２２は、既設取付脚１０の他方において巻上機台
３に固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の一側の上部
を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。第２押付体２３は、既設取
付脚１０の他方において巻上機台３に固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の
他方との重なり部分の他側の上部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付
ける。第３押付体２４は、既設取付脚１０の他方において巻上機台３に固定された状態で
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残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の一側の下部を本体１７の手前側か
ら本体１７の奥側に向けて押し付ける。第４押付体２５は、既設取付脚１０の他方におい
て巻上機台３に固定された状態で残された部分と新設取付脚１２の他方との重なり部分の
他側の下部を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。
【００３３】
　次に、図４を用いて、本体１７を説明する。
　図４はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部側面
図である。
【００３４】
　図４に示すように、第１連結部１４において、本体１７は、第１部材１７ａと第２部材
１７ｂとを備える。第１部材１７ａは、既設取付脚１０の一方と既設取付脚１０の一方と
を既設取付脚１０の一方の側から覆う。第２部材１７ｂは、既設取付脚１０の一方と既設
取付脚１０の一方とを新設取付脚１２の一方の側から覆う。
【００３５】
　図示しないが、第１固定ボルト１８は、第１部材１７ａの上部の一側と第２部材１７ｂ
の上部の一側とを固定する。第２固定ボルト１９は、第１部材１７ａの上部の他側と第２
部材１７ｂの上部の他側とを固定する。図示しないが、第３固定ボルト２０は、第１部材
１７ａの下部の一側と第２部材１７ｂの下部の一側とを固定する。図示しないが、第４固
定ボルト２１は、第２部材１７ｂの下部の他側と第２部材１７ｂの下部の他側とを固定す
る。
【００３６】
　図示しないが、第２連結部１５の本体１７と第３連結部１６の本体１７も、第１連結部
１４の本体１７と同様の第１部材１７ａと第２部材１７ｂとを備える。
【００３７】
　次に、図５を用いて、既設取付脚１０と新設取付脚１２との連結方法を説明する。
　図５はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【００３８】
　図５に示すように、第１連結部１４は、滑り防止ゴム２６を備える。滑り防止ゴム２６
は、新設取付脚１２と第２部材１７ｂとに挟まれる。
【００３９】
　第１押付体２２は、第１押付ゴム２２ａと第１ねじ込みボルト２２ｂと第１ナット２２
ｃとを備える。
【００４０】
　第１押付ゴム２２ａは、既設取付脚１０の手前側に設けられる。第１ねじ込みボルト２
２ｂは、第１押付ゴム２２ａの手前側に固定される。第１ねじ込みボルト２２ｂは、第１
部材１７ａにねじ込まれる。第１ナット２２ｃは、第１部材１７ａの手前側において第１
ねじ込みボルト２２ｂにねじ込まれる。
【００４１】
　第２押付体２３は、第２押付ゴム２３ａと第２ねじ込みボルト２３ｂと第２ナット２３
ｃとを備える。
【００４２】
　第２押付ゴム２３ａは、既設取付脚１０の手前側に設けられる。第２ねじ込みボルト２
３ｂは、第２押付ゴム２３ａの手前側に固定される。第２ねじ込みボルト２３ｂは、第２
部材１７ｂにねじ込まれる。第２ナット２３ｃは、第２部材１７ｂの手前側において第２
ねじ込みボルト２３ｂにねじ込まれる。
【００４３】
　図示しないが、第３押付体２４は、第１押付ゴム２２ａと第１ねじ込みボルト２２ｂと
第１ナット２２ｃと同様の第３押付ゴムと第３ねじ込みボルトと第３ナットとを備える。
第４押付体２５は、第１押付ゴム２２ａと第１ねじ込みボルト２２ｂと第１ナット２２ｃ
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と同様の第４押付ゴムと第４ねじ込みボルトと第４ナットとを備える。
【００４４】
　既設取付脚１０と新設取付脚１２とを連結する際は、切断工程と連結工程とが行われる
。切断工程では、既設取付脚１０が切断される。連結工程では、アダプタ装置１３が既設
取付脚１０において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２とを連結する。
【００４５】
　連結工程では、第１工程と第２工程と第３工程とが行われる。第１工程では、新設取付
脚１２が既設取付脚１０において固定された状態で残された部分と水平方向に重ねられる
。第２工程では、本体１７の第２部材１７ｂが既設取付脚１０において固定された状態で
残された部分と新設取付脚１２とに対して水平方向の一側に設けられる。本体１７の第１
部材１７ａが既設取付脚１０において機械室２に固定された状態で残された部分と新設取
付脚１２とに対して水平方向の他側に設けられる。第３工程では、第１押付体２２と第２
押付体２３と第３押付体２４と第４押付体２５とが既設取付脚１０において固定された状
態で残された部分と新設取付脚１２とを水平方向の他側から本体１７の第２部材１７ｂに
向けて押し付ける。
【００４６】
　次に、図６を用いて、第３連結部１６の詳細を説明する。
　図６はこの発明の実施の形態１における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【００４７】
　図６に示すように、第３連結部１６は、抑制体２７を備える。抑制体２７は、第１部材
１７ａの上部に固定される。抑制体２７の奥側の縁部は、既設取付脚１０の上端に上方か
ら接触する。第３連結部１６が滑って下方に移動しようとした際、抑制体２７の奥側の縁
部は、既設取付脚１０により移動を抑制される。その結果、第３連結部１６の移動が抑制
される。
【００４８】
　以上で説明した実施の形態１によれば、既設取付脚１０において固定された状態で残さ
れた部分と新設制御盤１１を支持した新設取付脚１２とはアダプタ装置１３により連結さ
れる。このため、取付脚の強度を上げる際の作業時間を大幅に短くすることができる。こ
の際の作業音は大きくない。このため、作業時間を制限する必要がない。
【００４９】
　また、第１押付体２２と第２押付体２３と第３押付体２４と第４押付体２５とは、既設
取付脚１０において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２とを水平方向の他側
から本体１７の第２部材１７ｂに向けて押し付ける。このため、簡単な作業により、取付
脚の強度を上げることができる。
【００５０】
　第１押付体２２等は、第１押付ゴム２２ａ等により形成される。このため、第１押付体
２２等を容易に製作することができる。
【００５１】
実施の形態２．
　図７はこの発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部正面
図である。なお、実施の形態１と同一又は相当部分には同一符号を付して説明を省略する
。
【００５２】
　実施の形態１の第１連結部１４と第２連結部１５と第３連結部１６とは、第１押付体２
２と第２押付体２３と第３押付体２４と第４押付体２５とを備える。一方、実施の形態２
の第１連結部１４と第２連結部１５と第３連結部１６とは、第５押付体２８と第６押付体
２９とを備える。
【００５３】
　第５押付体２８は、既設取付脚１０において固定された状態で残された部分の上部の外
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側で新設取付脚１２の一側を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。
第６押付体２９は、既設取付脚１０において固定された状態で残された部分の上部の外側
で新設取付脚１２の他側を本体１７の手前側から本体１７の奥側に向けて押し付ける。
【００５４】
　次に、図８を用いて、本体１７と第５押付体２８と第６押付体２９とを説明する。
　図８はこの発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部側面
図である。
【００５５】
　実施の形態２の本体１７は、挟み込み部１７ｃと支持部１７ｄとを備える。
【００５６】
　挟み込み部１７ｃは、既設取付脚１０において固定された状態で残された部分を新設取
付脚１２とともに挟み込む。支持部１７ｄは、挟み込み部１７ｃに連結される。支持部１
７ｄは、新設取付脚１２に対して既設取付脚１０において固定された状態で残された部分
とは反対側に配置される。
【００５７】
　　図示しないが、第５押付体２８は、楔で形成される。第５押付体２８は、第１接合部
と第１板バネ部と第１固定部とを備える。第１接合部は、本体１７の挟み込み部１７ｃの
側から新設取付脚１２に接触する。第１板バネ部は、第１接合部の下部に連結される。第
１板バネ部の端部は、本体１７の挟み込み部１７ｃに接触する。第１板バネ部は、第１接
合部を新設取付脚１２に押し付ける。第１固定部は、第１接合部の上部に連結される。第
１固定部は、本体１７の挟み込み部１７ｃに固定される。
【００５８】
　第６押付体２９は、楔で形成される。第６押付体２９は、第２接合部２９ａと第２板バ
ネ部２９ｂと第２固定部２９ｃとを備える。第２接合部２９ａは、本体１７の挟み込み部
１７ｃの側から新設取付脚１２に接触する。第２板バネ部２９ｂは、第２接合部２９ａの
下部に連結される。第２板バネ部２９ｂの端部は、本体１７の挟み込み部１７ｃに接触す
る。第２板バネ部２９ｂは、第２接合部２９ａを新設取付脚１２に押し付ける。第２固定
部２９ｃは、第２接合部２９ａの上部に連結される。第２固定部２９ｃは、本体１７の挟
み込み部１７ｃに固定される。
【００５９】
　次に、図９を用いて、既設取付脚１０と新設取付脚１２との連結方法を説明する。
　図９はこの発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平面
図である。
【００６０】
　既設取付脚１０と新設取付脚１２とを連結する際は、切断工程と連結工程とが行われる
。切断工程では、既設取付脚１０が切断される。連結工程では、アダプタ装置１３が既設
取付脚１０において固定された状態で残された部分と新設取付脚１２とを連結する。
【００６１】
　連結工程では、第１工程と第２工程とが行われる。第１工程では、既設取付脚１０にお
いて固定された状態で残された部分が新設取付脚１２と本体１７の挟み込み部１７ｃとで
挟み込まれる。この際、本体１７の支持部１７ｄは、新設取付脚１２に対して既設取付脚
１０において固定された状態で残された部分とは反対側に配置される。第２工程では、第
５押付体２８と第６押付体２９とが既設取付脚１０において固定された状態で残された部
分の外側で本体１７の挟み込み部１７ｃと新設取付脚１２との間に上方から挿入される。
その結果、新設取付脚１２は、本体１７の支持部１７ｄに押し付けられる。
【００６２】
　次に、図１０を用いて、第３連結部１６の詳細を説明する。
　図１０はこの発明の実施の形態２における巻胴式エレベータの制御盤支持装置の要部平
面図である。
【００６３】
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　図１０に示すように、第３連結部１６は、抑制体２７を備える。抑制体２７は、第１部
材１７ａの上部に固定される。抑制体２７の奥側の縁部は、既設取付脚１０の上端に上方
から接触する。第３連結部１６が滑って下方に移動しようとした際、抑制体２７の奥側の
縁部は、既設取付脚１０により移動を抑制される。その結果、第３連結部１６の移動が抑
制される。
【００６４】
　以上で説明した実施の形態２によれば、第５押付体２８と第６押付体２９とは、既設取
付脚１０において固定された状態で残された部分の外側で新設取付脚１２を本体１７の支
持部１７ｄに押し付ける。このため、簡単な作業により、取付脚の強度を上げることがで
きる。
【００６５】
　また、第５押付体２８と第６押付体２９とは、楔で形成される。このため、第５押付体
２８と第６押付体２９とを容易に製作することができる。
【００６６】
　また、実施の形態１の本体１７に対し、第５押付体２８と第６押付体２９とを用いても
よい。実施の形態２の本体１７に対し、第１押付体２２と第２押付体２３と第３押付体２
４と第４押付体２５とを用いてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１　昇降路、　２　機械室、　３　巻上機台、　４　かご、　５　プーリ、　６　巻胴
、　７　主索、　８　電動機、　９　既設制御盤、　１０　既設取付脚、　１１　新設制
御盤、　１２　新設取付脚、　１３　アダプタ装置、　１４　第１連結部、　１５　第２
連結部、　１６　第３連結部、　１７　本体、　１７ａ　第１部材、　１７ｂ　第２部材
、　１７ｃ　挟み込み部、　１７ｄ　支持部、　１８　第１固定ボルト、　１９　第２固
定ボルト、　２０　第３固定ボルト、　２１　第４固定ボルト、　２２　第１押付体、　
２２ａ　第１押付ゴム、　２２ｂ　第１ねじ込みボルト、　２２ｃ　第１ナット、　２３
　第２押付体、　２３ａ　第２押付ゴム、　２３ｂ　第２ねじ込みボルト、　２３ｃ　第
２ナット、　２４　第３押付体、　２５　第４押付体、　２６　滑り防止ゴム、　２７　
抑制体、　２８　第５押付体、　２９　第６押付体、　２９ａ　第２接合部、　２９ｂ　
第２板バネ部、　２９ｃ　第２固定部
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